
三者連携ネットワークのフロンティア

<三者連携をめぐる潮流>
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内閣府

令和元年５月

災害支援の文化を創造する

社会福祉法人 全国社会福祉協議会



防災ボランティアに関する近年の動き
＜主な災害とボランティア活動＞

（発生年） （名称） （延べ参加人数）
＜ボランティアの潮流＞ ＜政府の対応＞

平成７年 阪神・淡路大震災 約137.7万人
☆ボランティアが被災者支援活動を行う機運が高まる
（ボランティア元年）
★多数のボランティアが入り、大混乱

☆社会福祉協議会が災害ボランティアセンターの設
置・運営を担うことが主流になる

☆NPO, NGO, 企業等がボランティア活動（災害VCを
通らないボランティアが約４００万人）
☆専門性のある支援者により、幅広いニーズに対応
★ネットワーク化が課題に

★NPOボランティアの活動を調整する「中間支援組
織」の必要性が注目

☆行政・NPO・ボランティアの三者連携による「情報共
有会議」が機能（火の国会議）
☆中間支援組織JVOADが設立

■災対法改正（H7年）
行政が『ボランティアによる防災活
動の環境整備』に努める旨明記

■防災ボランティア活動検討会
H16年から内閣府にて開始

■災対法改正（H25年）
『行政がボランティアとの連携に努
める』旨明記

防災基本計画も改正

平成 9年 ナホトカ号海難事故 約27万人

平成16年 台風23号 約5.6万人

平成16年 新潟県中越地震 約9.5万人

平成19年 能登半島地震 約1.5万人

平成19年 新潟県中越沖地震 約1.5万人

平成21年 台風９号 約2.2万人

平成23年 東日本大震災 約150万人

平成26年 広島豪雨災害 約4.3万人

平成27年 関東・東北豪雨災害 約4.7万人

平成28年 熊本地震 約11.8万人

平成29年 九州北部豪雨 約６万人 ☆被災地で情報共有会議が機能 ■「ガイドブック～三者連携を目指
して」（H30年4月）

平成30年

平成30年

平成30年7月豪雨

北海道胆振東部地震

約26.3万人

約1.1万人

☆県別・全国で情報共有会議が機能 ■防災基本計画改定（H30年）
「中間支援組織を含めた連携体制
の構築を図る」旨明記
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●地域を基礎に活動を展開
 日常的に住民と接している（地縁組織と顔の見え
る関係がある）

 センター閉所後は、社協の本来的機能として、被
災者の生活支援、被災地の復興支援にあたる（生
活支援相談員による支援など）

●地域福祉を推進する団体としての機能・事業
 ほとんどの社協は平常時から「ボランティアセン
ター」という機能を有する

 福祉の相談機関・福祉サービス事業者として要援
護者を把握している

 もともと使命として、地域の生活課題を把握し、
解決する機能を有している

 行政や幅広い機関・団体とも関係を構築している
 民間としての機動力がある

●全国的なネットワークを有する組織
 すべての自治体に存在する
 全国的なネットワークを有している 等

地元市区町村社協

県内市町村社協／都道
府県･指定都市社協

被災県のブロック
の社協

隣接ブロッ
クの社協

全社協

被災地
（災害VC)

被災
県域

被災
周辺県

全国域

災害ボランティ
ア活動支援プ
ロジェクト会議

（支援P）

NPO
等

過去被災し
た社協、相
互応援協定
の社協等

NPO
等

なぜ社会福祉協議会が災害ボランティアセンターを運営してきたのか
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災害ボランティアセンター運営の3原則 「被災者中心」「地元主体」「協働」 ボランティア活動を
正しく理解するのに
欠かせないポイント
・「社会的包摂・
社会参加促進」
・「自主性・自発
性・主体性」
・「無償制・互酬
性」

災害ボランティアセンターで行われていること



◆「ひと」：
現地災害ボランティアセンター、社協の支援のための運営支援者を派
遣（支援Pの委員の他、全社協の講師陣・研修修了生の中から協力を
得て実施）。災害ボランティアセンター運営の助言、情報発信支援等
を実施している。
◆「もの」：
災害ボランティアセンターの運営に必要な備品・資機材・ボランティ
ア活動に必要な資機材の迅速な提供を行う。
提供にあたっては購入の他、経団連１％クラブや個別企業との連携に
より、企業からの寄付を募って実施（調整を支援プロジェクトが行い、
現地の負担を減らす）。また、経団連１％クラブ会員企業への協力要
請を通じ寄せられた物資をパック化し（うるうるパック）、現地災害
ボランティアセンターを通じて、被災者に直接手渡される。
◆「資金」：
１％クラブが会員企業に呼びかけ、ボランティアセンター支援（運営
支援者経費等）、中長期的な被災地主体の復興プロジェクト経費等へ
の助成のため、企業の寄付や社員募金の受け入れを実施。
その他、企業人ボランティアを被災地での活動につなぐプログラム、社協と
NPOの協働事業プログラム、被災地で支援活動を行う団体への助成プログラ
ム等も実施している。 5

支援Pとは
支援Pは、災害ボランティア活動支援プ
ロジェクト会議の略称。
企業・社会福祉協議会・NPO・共同募金
会が協働するネットワーク組織。
2004年の新潟中越地震の後、2005年1
月より中央共同募金会に設置された。

平常時には、災害支援に関わる調査研究、
人材育成や啓発活動を行うとともに、災
害時には多様な機関・組織、関係者など
が協働・協力して被災者支援にあたる。

被災地支援では、人材・物資・資金・IT
など多くの社会資源が有機的かつ有効に
活かされることが大切。
支援Pでは被災者の声に耳を傾けながら
被災者中心・地元主体の支援となるよう、
ネットワークを最大限生かして支援にあ
たっている。



第８条２項 ＜第13号が平成７年の改正により追加＞
国及び地方公共団体は、災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するた

め、特に次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
13 自主防災組織の育成、ボランティアによる防災活動の環境の整備、過去の災
害から得られた教訓を伝承する活動の支援その他国民の自発的な防災活動の
促進に関する事項
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災害対策基本法の改正（ボランティアの位置づけ）



ボランティア (支援側)に対する働きかけ

○防災ボランティアの「お作法」集(平成17年)
・外部支援者だけで意思決定するのは止める、自分の
世話は自分で行い被災地に迷惑をかけない等の最低
限のマナーのまとめ

○防災ボランティア活動の情報・ヒント集(平成17年)
・災害ボランティアセンターの設置運営ノウハウ
・ボランティアの安全衛生の確保
・業務範囲のあり方
・各種届出様式 等

○寒冷環境下における防災ボランティア活動の安全衛生
に関する情報・ヒント集(平成19年)

地方公共団体等受入れ側(受援側)に対する働きかけ

防災ボランティア
「お作法」集

防災ボランティア活動
の情報・ヒント集

寒冷環境下における
～情報・ヒント集

地域の「受援力」を高める
ために(平成22年)

ボランティアを受け入れ
る立場の地方公共団体等
に、防災ボランティア活動
とはどのようなものか、ボ
ランティアを地域で受け入
れるための知恵などにつ
いて記載。

受援側・支援側双方に対する働きかけ

防災ボランティア活動に関す
る広域連携の体制構築に向
けて(平成23年)

地域で防災ボランティア活
動にかかわる防災ボランティ
ア活動団体、行政等の「広域
連携」の検討を進めてゆくた
めのポイント集。 7

内閣府における防災ボランティアに関する取組（平成16年～）



• 市民セクターによる支援活動が「ばらばら」

• 国や被災県との関係が「その場凌ぎ」

• 企業との連携は「濃淡が顕著、その場限り」

• 社協ボラセンは「パンク状態」

セクター間の連携を充実させ、多様性を認め合いながら、支援の「漏
れ・抜け・落ち・ムラ」をなくす！

全体を俯瞰したコーディネート機能が不足

東日本大震災・初動期の課題
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組織＝NPO（広義のNPO）

特定非営利活動法人（狭義のNPO）

一般社団法人

公益社団法人

・・・

任意団体

国際協力
分野で活
動する団
体（緊急
支援等）

NGO

災害法制上の「ボランティア」
（≒市民セクター）

個人ボランティア
（狭義のボランティア）

阪神・淡路大震災

多くの水害現場

東日本大震災

行政 企業

ボランティア
センタ―

+
支援P

受け皿
調整窓口は？

連携は？ 連携は？

連携は？

社協
ネットワーク

（JVOAD）

都道府県域の連携強化
行政・社協・NPO・関係団体

（できれば平常時から）

東日本大震災時のボランティア、ＮＰＯ/ＮＧＯ
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第５条の３ ＜平成25年の改正により追加＞
国及び地方公共団体は、ボランティアによる防災活動が災害時において果たす

役割の重要性に鑑み、その自主性を尊重しつつ、ボランティアとの連携に努めなけ
ればならない。
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災害対策基本法の改正（ボランティアの位置づけ）
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防災基本計画の改正（ボランティアの位置づけ）
第２編 各災害に共通する対策編
第１章 災害予防

第３節 国民の防災活動の促進
３ 国民の防災活動の環境整備

(2) 防災ボランティア活動の環境整備
○市町村（都道府県）は，平常時から地域団体，ＮＰＯ等のボランティア団体の活動支援やリーダーの育成を図るとともに，ボラン

ティア団体と協力して，発災時の防災ボランティアとの連携について検討するものとする。
○国〔内閣府，消防庁，文部科学省，厚生労働省等〕及び市町村（都道府県）は，ボランティアの自主性を尊重しつつ，日本赤十字

社，社会福祉協議会，ボランティア団体及びＮＰＯ等との連携を図るとともに，中間支援組織（ボランティア団体・ＮＰＯ等の活動
支援やこれらの異なる組織の活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図り，災害時において防災ボランティア活動が
円滑に行われるよう，その活動環境の整備を図るものとする。その際，平常時の登録，研修制度，災害時における防災ボランテ
ィア活動の受入れや調整を行う体制，防災ボランティア活動の拠点の確保，活動上の安全確保，被災者ニーズ等の情報提供
方策等について整備を推進するものとする。

第２編 各災害に共通する対策編
第２章 災害応急対策

第11節 自発的支援の受入れ
１ ボランティアの受入れ

○国〔内閣府等〕，地方公共団体及び関係団体は，相互に協力し，ボランティアに対する被災地のニーズの把握に努めるとともに
，ボランティアの受付，調整等その受入体制を確保するよう努めるものとする。ボランティアの受入れに際して，老人介護や外国
人との会話力等のボランティアの技能等が効果的に活かされるよう配慮するとともに，必要に応じてボランティアの活動拠点を
提供するなど，ボランティアの活動の円滑な実施が図られるよう支援に努めるものとする。

○地方公共団体は，社会福祉協議会，地元や外部から被災地入りしているＮＰＯ等との連携を図るとともに，中間支援組織（ＮＰＯ
・ボランティア等の活動支援や活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図り，情報を共有する場を設置するなどし，被
災者のニーズや支援活動の全体像を把握するものとする。また，災害の状況及びボランティアの活動予定を踏まえ，片付けご
みなどの収集運搬を行うよう努める。これらの取組により，連携のとれた支援活動を展開するよう努めるとともに，ボランティア
の生活環境について配慮するものとする。

最終改定：令和元年５月



三者連携

～多様なセクターが連携し、支援の漏れ・抜け・落ち・ムラをなくす～

災害対応の課題を解決するため、支援者間の
連携促進と支援の調整を実行する

行政による
被災者支援

（国、都道府県
区市町村）

災害VC
(社協)による
被災者支援
（同左）

民間支援セクター
による被災者支援
（NPO・NGO、企業、

生協、JC等）

■正会員団体（23団体）

カリタスジャパン／救世軍／クロスオーバー
ラボ／国際協力NGOセンター／ジャパン・プ

ラットフォーム／情報支援レスキュー隊／震
災がつなぐ全国ネットワーク／真如苑救援
ボランティア／全国社会福祉協議会／チー
ム中越／中央共同募金会／東京災害ボラ
ンティアネットワーク／難民を助ける会／日
本NPOセンター／日本生活協同組合連合会

／日本青年会議所／日本赤十字社／日本
YMCA同盟／パーソナルサポートセンター／

ピースボート災害ボランティアセンター／東
日本大震災支援全国ネットワーク／福祉防
災コミュニティ協会／レスキューストックヤー
ド ※赤字は理事団体

■設立パートナー
武田薬品工業株式会社

2016年10月NPO法人化認証（東京都）
代表理事・栗田暢之／事務局長・明城徹也

全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD）の設立

12



災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

セ
ン
タ
ー

被
災
者Ｎ

Ｐ
Ｏ

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

①火の国会議

KVOAD
JVOAD

日本NPOセンター・吉田作成に栗田一部加筆

① 「火の国会議」： 約300のNPO団体による情報交換・調整

② 「情報共有会議（コア会議）」：熊本県・熊本市・熊本県社協・市社協・NPOによる情報交換・調整

300団体
推計11万人

12万人

火の国会議による「鳥の眼」

ボランティアによる「虫の眼」

熊本地震における情報共有会議
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連携
②

コア会議



内閣府福岡県 朝倉市大分県

益城町

JVOAD

14九州北部豪雨における情報共有会議



○被災者支援は行政の責務だが、民間の多様な主体に
よる支援も必要。このため、自治体は、他自治体からの
応援受入れのほか、災害ボランティアセンター（VC）や
NPO・ボランティア、企業・経済団体、協同組合、中間支
援組織等の多様な主体との連携・協働が必要。

○特に、被災者支援活動や海外での難民支援活動等の
専門性を有するＮＰＯ・ボランティア等や、物資・資金・技
術・人員など独自の強みを活かした支援活動を行うこと
の出来る企業・経済団体との連携は非常に有効。

○災害ＶＣでの調整を経ず独自に活動する支援団体など、
近年多様化しており、「行政」「災害ＶＣ（社協）」「ＮＰＯ
等多様な主体とそれを支える中間支援組織」による「三
者連携」が重要。

○効果的な支援実施のため、地元ＮＰＯ等との連携や、中
間支援組織による情報共有会議の開催等が有効。この
ため、コーディネーションに長けた中間支援組織との連
携が必要。

（平成30年4月公表）
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防災における行政のNPO・ボランティア等との
連携・協働ガイドブック ～三者連携を目指して～（概要）



全国情報共有会議

内閣府・県庁

NPO
等

市町村 被災者

被災者
被災者

マッチング
マッチング

ボランティアの申し出
一般・団体ボラン
ティアの受け入れ

JVOADによる調整

災害ボラン
ティアセンター

社会福祉協議会

行政・ボランティア・NPOによる三者連携の姿（平成30年7月豪雨）

行政
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「災害支援ネットワーク
おかやま」
・第一回7月9日
以後、定期的に開催
・約160団体120名以上が
出席

・10月18日から常設化
「県域会議」（月1回）
「倉敷会議」（月2回）

「平成30年7月豪雨災害支援ひ
ろしまネットワーク会議」
・第一回7月11日
以後、定期的に開催
・約100団体が出席

「えひめ豪雨災害・支援情報・共有会議」
・第一回7月23日（大洲市） 以後、定期的に開催（17回）
・約30団体が出席

＜宇和島圏域＞
「牛鬼会議」
・第一回8月20日
以後定期的に開催（20回）

中間支援組織設立に向け、
「宇和島NPOセンター（仮称）
設立準備会・コアメンバー
会議」が発足。

岡山県

・第一回7月17日、第二回7月24日、第三回7月31日、第四回8月7日、第五回8月21日、
第六回8月28日、第七回9月11日、第八回10月2日、第九回2月25日

・第二回は、小此木防災担当大臣出席。

（内閣府、厚生労働省、文部科学省、呉市、JVOAD+関係団体、支援P+関係団体 等）

広島県 愛媛県

全国情報共有会議

事務局：内閣府、JVOAD、支援P（中央共同募金会）の共同事務局

主催：災害支援ネットワークおかやま
事務局：岡山県社会福祉協議会、

岡山NPOセンター

主催：ひろしまNPOセンター、JVOAD
事務局：ひろしまNPOセンター

主催：愛媛県社会福祉協議会

事務局：NPO法人えひめリソースセンター

「情報共有会議（社協コア会議）」
・第一回7月10日〜 （50回開催）

参加団体：愛媛県、県社会福祉協議会、
支援Ｐ、えひめリソースセンター

＜西予圏域＞
「西予市連携会議」
・第一回8月15日
以後定期的に開催（20回）

新たな災害に備えるための
ネットワーク会議
「西予つながる
ネットワーク会議」が発足。

連携

第二回全国情報共有会議（7月24日）

*会議開催回数は3月5日（火）時点

小此木防災担当大臣

平成30年7月豪雨における情報共有会議（全国・県）
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災害VC開設 社協VCとして支援

６０ １２
岡山県 倉敷市 災害VC

総社市 災害VC
高梁市 災害VC
岡山市（北区、東区）災害VC
矢掛町 災害VC
新見市 災害VC
浅口市 災害VC
井原市 災害VC
笠岡市 災害VC
真庭市 （社協VCで支援）
玉野市 （社協VCで支援）

広島県 広島市 （東区、南区、安佐北区、
安芸区）災害VC

呉市 災害VC
坂町 災害VC
三原市 災害VC
東広島市 災害VC
竹原市 災害VC
江田島市 災害VC
海田町 災害VC
福山市 災害VC
世羅町 災害VC
熊野町 災害VC
尾道市 災害VC
府中市 災害VC
安芸高田市 災害VC
府中町 災害VC
大崎上島町 災害VC
庄原市 災害VC

三次市 災害VC
大竹市 （社協VCで支援）
神石高原町 災害VC設置準備中

山口県 周南市 災害VC
光市 災害VC
岩国市 災害VC

愛媛県 宇和島市 災害VC
大洲市 災害VC
西予市 災害VC
今治市 災害VC
松野町 災害VC
鬼北町 災害VC
上島町 災害VC
松山市 （社協VCで支援）
八幡浜市 （社協VCで支援）
砥部町 （社協VCで支援）
愛南町 （社協VCで支援）

岐阜県 関市 災害VC
下呂市 災害VC

京都府 宮津市 災害VC
綾部市 災害VC
与謝野町 災害VC
福知山市 災害VC
亀岡市 災害VC
舞鶴市 災害VC
京丹波町 災害VC

兵庫県 丹波市 災害VC
宍粟市 （社協VCで支援）
養父市 （社協VCで支援）

神戸市 （社協VCで支援）
鳥取県 智頭町 災害VC
島根県 江津市 災害VC

川本町 災害VC
美郷町 災害VC

高知県 大月町 災害VCから、社
協VCで支援

安芸市 災害VC
宿毛市 災害VC

福岡県 北九州市 （社協VCで支援）
久留米市 災害VC
嘉麻市 災害VC
飯塚市 災害VC

福岡市（西区西稜校区）災害VC
佐賀県 基山町 災害VC
大分県 国東市 （社協VCで支援）

平成30年7月豪雨 災害ボランティアセンターの状況
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出典：全国社会福祉協議会 ホームページ
（注１）災害ボランティアセンターを通じて活動した人数。今後日付をさかのぼって数字を修正することはあり得る。

（注２）8/24より全国社会福祉協議会ホームページが毎日更新から火・金曜日に更新に変更

2月5日までに、263,574人 現在活動している災害ボランティアセンター（3/7時点）
倉敷市、呉市、坂町、宇和島市、西予市、大洲市

（参考）情報共有会議に参加して活動したNPO等 約230団体

平成30年7月豪雨のボランティア活動人数



平成30年7月豪雨における全国情報共有会議での議題

全国情報共有会議は、主に以下の点を中心に、情報共有や意見交換を行い、問題の解決
策を導くよう議論する。

 一つの府県内では対応できない課題、他府県との調整を要する課題
 解決のための力（人・モノ・カネ・コト）を、全国規模で募りたい課題
 府県の境界地域の課題であり、どちらの府県からも支援の手が届きそうにない課題
 問題の所在を東京発で発信したい課題
 各県単位で開催される「情報共有会議」の活性化と、会議同士の連携促進

第一回情報共有会議
（平成30年7月17日） 20
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◎＝ 多くのボランティアを求めている

○＝ ボランティアを募集している

中央共同募金会による赤い羽根共同募金の募集の
呼び掛けを、多くの団体が発信できるようにした。

全国社会福祉協議会ＨＰにおいて防災ボランティアの募
集状況を◎〇で表示するようにした。

中央共同募金会ＨＰ

例１：ボランティアの募集状況の表示 例２：募金の募集状況

平成30年7月豪雨における全国情報共有会議の成果 －１
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第１弾：７月１３日 第２弾：７月２７日 第３弾：９月２０日

＜作成者＞
・災害ボランティア活動支援プロジェクト会議（支援Ｐ）

・ＮＰＯ法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク
（ＪＶＯＡＤ）
・内閣府（防災）普及啓発・連携担当

平成30年7月豪雨における全国情報共有会議の成果 －２

例３：ボランティアの募集にメッセージを発信



都道府県における連携体の有無

都道府県 連携体名

宮城県 宮城県災害ボランティアセンター支援連絡会議

秋田県 秋田県災害福祉広域支援ネットワーク協議会

山形県 山形県災害ボランティア支援ネットワーク連絡会

福島県 福島県災害ボランティア連絡協議会

茨城県 茨城県防災ボランティアネットワーク

栃木県 災害ボランティアネットワーク会議

群馬県 群馬県災害時救援ボランティア連絡会議

神奈川県 神奈川県災害救援ボランティア支援センター

新潟県 新潟県災害ボランティア調整会議

富山県 富山県災害救援ボランティア連絡会

岐阜県 岐阜県災害ボランティア連絡会

静岡県 南海トラフ巨大地震等に備えた災害ボランティアネットワーク委員会

愛知県 防災のための愛知県ボランティア連絡会

三重県 みえ災害ボランティア支援センター

京都府 京都府災害ボランティアセンター

兵庫県 災害救援ボランティア活動支援関係団体連絡会議

奈良県 奈良防災プラットフォーム

鳥取県 災害ボランティア活動関係機関連絡会

島根県 島根県災害ボランティア関係機関連絡会議

広島県 広島県被災者生活サポートボラネット

山口県 県災害ボランティア活動支援ネットワーク

徳島県 徳島県地域継続推進協議会

愛媛県 えひめ（豪雨）災害・支援情報・共有会議

福岡県 福岡県災害ボランティア連絡会

熊本県 熊本県・県社協・NPO連携会議

大分県 大分県災害ボランティアネットワーク連絡協議会

鹿児島県 福祉救援ボランティア活動連絡会

（参考）

仙台市 避難所運営委員会

相模原市 相模原市災害時医療救護本部 （平時は相模原市災害時医療救護検討会）

名古屋市 なごや災害ボランティア連絡会

広島市 広島市災害ボランティア活動連絡調整会議

＜三者連携体があると回答した27都道府県と連携体名＞

＊ 三者連携体の有無については、
「自治体」・「社会福祉協議会」・「NPO等多様な主体」の三者が構成員で
あるかどうかを内閣府にて判断しています。（平成30年7～8月時点）

平成31年3月25日公表
平成30年7～8月

内閣府調べ
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・地域での顔の見える関係づくり
・お互いの立場や役割の把握

平時からの関係づくり 地域特性に配慮した連携・協働の形
・支援に関わる関係者と協議
・地域防災計画への反映
・訓練・研修の実施

+関係者間の信頼醸成 具体的な行動計画の策定

・被災自治体の受援力向上
・応援職員のスキルアップ
・自治体組織での部署横断的な連携

行政内・行政間の体制強化

民間支援との相乗効果

三者連携に向けた平時からの取り組み

・都道府県を超えたヨコ連携
・全国レベルの連携体制
・全国情報共有会議と都道府県情報許攸
会議の連携

今後予想される広域災害への対応
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